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令和４年度第１８回庁議提案  審議・報告・その他 

                    提 出 日：令和４年１２月２０日 

                    担当部・課：河北総合支所地域振興課〔内線２２４〕                           

① 件  名 

道の駅「上品の郷」温泉保養施設利用料金の見直しについて 

② 施策等を必要とする背景及び目的（理由） 

【背景】 

 石巻市市税条例の改正に伴い令和５年４月１日から入湯税の税率等が改正されることから、石巻市

道の駅「上品の郷」の指定管理者より、温泉保養施設利用料金の見直しについて石巻市道の駅「上品

の郷」条例第１０条第２項及び石巻市道の駅「上品の郷」の管理に関する協定書第２７条第２項によ

り協議があった。 

 

【目的】 

 道の駅「上品の郷」の温泉保養施設利用料金の見直しにより、指定管理者による入湯税の徴収、納

入業務等の適正化を図る。 

③ 根拠法令及び総合計画又は個別計画との整合性 

【根拠法令】 

石巻市道の駅「上品の郷」条例（平成１７年条例第２４２号） 

 石巻市市税条例（平成１７年条例第５５号） 

【〔総合計画との整合性 総合計画の位置付け：有・無〕 又は 〔個別計画との整合性〕】 

④ 提案に至るまでの経過（市民参加の有無とその内容を含む。） 

 令和３年 ９月 石巻市市税条例の一部改正 

令和４年１０月 指定管理者から温泉保養施設の利用料金に関する協議 

⑤ 主な内容 

１ 改定内容 

 下表のとおり石巻市道の駅「上品の郷」の温泉保養施設利用料金を改定する。 

 

区   分   

条例及び協定 

に規定する料金 

（上限額） 

現行料金 改 定 案 

入  浴 

平日 
一 般 ７８０円 ６００円 ６５０円 

小・中学生 ３３０円 ３００円 ３００円 

休日 

一 般 ７８０円 ７５０円 ７８０円 

小・中学生 ３３０円 ３００円 ３００円 

入浴割引回数券 

（１１回券） 
一般 ７，８００円 ６，０００円 ６，５００円 

 

２ 適用開始日  令和５年４月１日 
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⑥ 実施した場合の影響・効果（財源措置及び複数年のコスト計算を含む。） 

【影響・効果】 

 石巻市道の駅「上品の郷」温泉保養施設利用料金の見直しにより、指定管理者による入湯税の徴収、

納入業務等の適正化が図られる。 

    

【市財政への負担】 

入湯税額 令和４年度見込み額  ６，０４８千円 

令和５年度見込み額 １２，６０２千円 

⑦ 他の自治体の政策との比較検討 

 

⑧ 今後の予定及び施行予定年月日 

 令和５年 １月～  道の駅「上品の郷」温泉保養施設利用料金の見直しについて周知 

      ４月   道の駅「上品の郷」温泉保養施設利用料金の見直し 

⑨ その他 

 

【参考】 

入湯税の税率等の改正内容 

 

（１） 入湯税の税率 

区分 改正前 改正後 

入湯税率 

（日帰り） 
５０円 １００円 

 

（２）入湯税の課税免除 

区分 改正前 改正後 

入湯税 

課税免除者 

年齢１２歳 

未満の者 

義務教育終了前の者 

入湯税額未満の日帰り入浴者※ 

   ※災害時等に施設を無料開放した際に、手続きを経ずに課税免除の取り扱いを可能とするもの。 

 

（３）適用開始日 

令和５年４月１日 

 

 

 


